
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人大学入試センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について  

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成２６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２６年度における改定内容

役員に支給される給与のうち、期末特別手当については、文部科学省独立行政法

人評価委員会の行う業績評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内

で増減することができることとしている。

大学入試センターは、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施するこ

ととする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、

もって大学及び高等学校における教育の振興に資することを目的としている。大学

と共同して同一の期日に同一の試験問題により実施するセンター試験は、多くの大

学が入学者選抜の一環として利用しているものであり、当センターは、問題作成、

試験の実施、答案の採点・成績提供及びその他一括して処理することが適当な業

務を滞りなく確実に実施することで、適切な入学者選抜を実現し、大学入試の個性

化・多様化に貢献してきた。

当センターの組織規模（常勤職員数（91人））等を勘案すると同様の事業（平成27年

度センター試験受験者数：530,537人）を実施するものとして給与水準等の比較を

行うことが適切と考えられる民間法人や国・地方公共団体が運営する独立行政法

人等はないが、東京都内に所在する独立行政法人等の役員報酬水準を考慮の

上、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定し、さら

に国家公務員指定職の給与改定が行われた際には同様の改定を行っている。

本給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当から構成されている。期末特

別手当については、役員給与規則に則り、期末特別手当基準額（本給＋地

域手当＋｛（本給＋地域手当）×１００分の２０｝＋本給×１００分の２５）に６月

に支給する場合においては１００分の１４０、１２月に支給する場合において

は１００分の１７０を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。（文部科学省独立

行政法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、１００分の１０の

範囲内で増減することができる。）

なお、平成２６年度では、①通勤手当のうち、交通用具使用者（自動車等

利用者）に係る通勤手当について、使用距離の区分に応じて引上げ（１００

円から７，１００円までの範囲内）、②期末特別手当の支給割合の引上げ（年

間０．１５ヶ月分）を実施した。
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,833 10,944 4,710
1,970

209
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,109 9,312 4,008
1,676

113
（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

14,009 8,640 3,719
1,555

95
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

B監事

C監事
（非常勤）

A理事

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

法人の長

該当者なし

役員給与規則に則り、非常勤役員手当（月額120,000円）を支給してい

る。平成２６年度において改定はない。

本給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当から構成されている。期

末特別手当及び平成２６年度に実施した改定の内容は、法人の長と同

様である。

本給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当から構成されている。期

末特別手当及び平成２６年度に実施した改定の内容は、法人の長と同

様である。
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

当センターの理事長は、法人全体の業務を総括する高いマネジメント

能力とリーダーシップに加え、当センターが入学者選抜に関する調査及

び研究の中核拠点としての役割を果たすために、入学者選抜方法の改

善に資する調査・研究を進めるなど、高度な専門性が求められる。理事

長の報酬月額は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月

額を踏まえて決定し、さらに、国家公務員指定職俸給表の給与改定が

行われた際には同様の改定を行っているが、当該職務内容の特性は

法人化移行前と同等以上であると言える。

年間報酬額は事務次官の年間給与額2,265万円と比べてもそれ以下と

なっており、また、東京都内に所在する他の独立行政法人等の長と同

水準であることから、報酬水準は妥当であると考える。

該当者なし

理事は、上記のように多岐に渡る理事長の業務・意思決定を補佐する

立場にあり、相当の専門性が求められる。理事の報酬月額は、国家公

務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定し、さらに、国家公務員

指定職俸給表の給与改定が行われた際には同様の改定を行ってい

る。また、年間報酬額は、東京都内に所在する他の独立行政法人等の

理事と同水準であることから、報酬水準は妥当であると考える。

監事の報酬月額は、国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決

定し、さらに、国家公務員指定職俸給表の給与改定が行われた際には

同様の改定を行っている。また、年間報酬額は東京都内に所在する他の

独立行政法人等の監事と同水準であることから、報酬水準は妥当である

と考える。

非常勤監事の報酬月額は、国家公務員指定職俸給表の俸給月額を

踏まえ、勤務形態及び勤務日数を勘案して決定している。また、年間

報酬額は、東京都内に所在する他の独立行政法人等の非常勤監事と

同水準であることから、報酬水準は妥当であると考える。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の法人、

民間企業との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると

考えられる。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成２６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 業績勘案率 前職

千円 年 月

7,239 6 0 0.9 ※

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし
（非常勤監事に
は退職手当は
支給しない）

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事A
（非常勤）

該当者なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

退職年月日

監事A 該当者なし

理事A 該当者なし

法人の長

判断理由

法人の長

当該理事長は、他の役員及び職員が一丸となって職務に邁進するようリーダーシップを遺憾
なく発揮し、センターの管理・運営はもとより、大学入試センター試験の実施、調査研究体制の
充実、情報提供事業の見直しなど業務目標達成に多大の貢献を果たした。一方、平成19年
度試験の盗難に伴う試験問題の差し替えや平成24年度試験において多く発生した問題冊子
の配付ミスがあったことから、理事長の業績勘案率については、文部科学省独立行政法人評
価委員会において0.9と決定された。

平成25年3月31日

理事A

監事B

監事Ｃ
（非常勤）

法人での在職期間

期末特別手当については、文部科学省独立行政法人評価委員会の行う業績評価の結

果を参考にして、その額の100分の10の範囲内で増減することができることとしている。平

成２７年度以降は、文部科学大臣が行う業績評価の結果を参考にしてその額の100分の

10の範囲内で増減を行う予定である。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成26年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

職員の勤務成績を考慮し、昇格、昇給を実施しているほか、勤勉手当の成績率に反

映させている。

職員給与規則に則り、俸給及び諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、単身赴

任手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿直手当、管理職

員特別勤務手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当）としている。期

末手当については、期末手当基準額（俸給＋扶養手当＋地域手当）に６月に支給す

る場合においては１００分の１２２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１３７．

５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割

合を乗じて得た額としている。勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋地域手

当）に同規則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

なお、平成２６年度では、①一般職及び教育職俸給表のベースアップ（０．３％）、②

通勤手当のうち、交通用具使用者（自動車等利用者）に係る通勤手当について使用

距離の区分に応じて１００円から７，１００円までの範囲内で引上げ、③勤勉手当（一般

職・教育職）の成績率及び期末特別手当（指定職）の支給割合について０．１５ヶ月分

の引上げを実施した。

独立行政法人通則法（平成１１年法律第103号）に基づき、業務の実績、社会一般の

情勢（国家公務員の給与水準等）を十分考慮し、学歴、試験、経験及び職責の度合い

を基に給与水準を決定している。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

71 41.4 6,735 5,035 165 1,700
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 40.0 6,158 4,634 168 1,524
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 47.0 9,086 6,670 154 2,416

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：常勤職員の「教育職種」とは、国の教育職俸給表（一）相当の者である。

注５：在外職員、任期付職員について、該当者はいない。

その他

注３：再任用職員については、該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定される
       おそれのあることから、人数以外は記載していない。

注４：非常勤職員については、該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定される
       おそれのあることから、人数以外は記載していない。

非常勤職員

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

再任用職員

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

常勤職員

事務・技術

教育職種

在外職員

任期付職員

区分 人員 平均年齢
平成２６年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与
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②

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

部長 1 - -

課長 3 47.8 9,206

主幹 1 - -

課長補佐 12 51.3 7,531

係長 17 42.0 6,065

主任 7 34.2 4,927

係員 16 29.6 4,156

注１：部長及び主幹の該当者は2人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
       平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。
注２：課長の該当者は３人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　年間給与額は平均額のみ記載した。

5,320～4,473

4,801～3,436

-

8,106～6,738

7,186～4,885

-

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注2：年齢24-27歳、36-39歳、56-59歳の該当者は4人以下であるため、当該個人に関する情報が
　　　特定されるおそれのあることから、年間給与額の第１・第３四分位については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

年間給与額

最高～最低
千円

-

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数
平均給与額
第３四分位
第１四分位
国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.4 61.1 62.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.6 38.9 37.8

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～32.6 49.2～34.7 47.4～33.7

％ ％ ％

65.0 62.7 63.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.0 37.3 36.2

％ ％ ％

         最高～最低 39.9～32.3 39.8～34.7 38.8～33.7

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員
内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　１００．２

・年齢・地域勘案　　　　　　　　８８．１

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　９９．３

・年齢・地域・学歴勘案　　　　８８．５

項目

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0％
国からの財政支出額0円、支出予算の総額　11,747,856千円（平成26年度予
算）

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（平成25年度決算）

【管理職の割合 8.8％（事務・技術職員数57名中5名）】

【大卒以上の高学歴者の割合 75.4％（事務・技術職員数57名中43名）】

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 6.2％】
支出総額 11,747,856千円、給与・報酬等支給総額 729,278千円（平成25年
度決算）

俸給表、諸手当等の給与体系は、「一般職の職員の給与に関する法律」に準
拠しており、また、在勤地域（1級地）を勘案した対国家公務員指数は88.1と
100を下回っていることから、給与水準は適切であると考える。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

年齢のみを勘案した対国家公務員指数は100.2と0.2ポイント上回っている
が、これは当センターが東京都特別区に所在し、1級地の支給率（18％）で地
域手当を支給しているところ、国家公務員と比較して、１級地に勤務する事
務・技術職員の割合が大きく上回っている（国：29.6％）ことによると考えられ
る。

※国家公務員行政職俸給表（一）の地域手当支給区分の割合は「平成26年
国家公務員給与等実態調査」を用いて算出した。

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置
国家公務員の給与水準に十分配慮し、センターの業務の特殊性を踏まえて、
引き続きその適正な水準を維持するよう取り組む。

（主務大臣の検証結果）
地域差及び学歴差を是正した給与水準の比較指標では国家公務員の水準
未満となっていること等から給与水準は適正であると考える。引き続き適正な
給与水準の維持に努めていただきたい。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

- 8 -



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○ ２２歳（大卒初任給、独身）

月額 174,200円 年間給与2,570,000円

○ ３５歳（主任、配偶者・子１人）

月額 338,778円 年間給与5,490,000円

○ ４５歳（係長、配偶者・子２人）

月額 416,540円 年間給与6,725,000円

職員の勤務成績を考慮し、昇格、昇給を実施しているほか、勤勉手当の

成績率に反映させている。
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Ⅲ　総人件費について

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費
1,083,545 928,091 873,774 958,637

非常勤役職員等給与
140,977 136,405 107,631 89,956

退職手当支給額
102,078 36,386 22,954 33,430

給与、報酬等支給総額
732,635 655,187 642,979 729,278

区　　分

107,855 100,113 100,210 105,973
福利厚生費

(1)「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」についての分析

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく国家公務員の給与の見直

しに準じた給与減額支給措置が終了したこと及び一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律に準じて、俸給表のベースアップ、勤勉手当の支給月数の引上げ措置

を実施したことにより、前年度に比較して「給与、報酬等支給総額」については13.4％、「最

広義人件費」については9.7％増加した。

(2) 「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決

定）に基づき、以下の措置を講ずることとした。

・役員に関する講じた措置の概要

退職手当支給額の算出に用いる、退職の日における本給月額に乗じる割合（従前100分の

12.5） を、平成25年1月から100分の12.5に100分の98を乗じて得た割合、平成25年10月から

100分の12.5に100分の92を乗じて得た割合、平成26年7月から100分の12.5に100分の87を

乗じて得た割合に段階的に引き下げた。

・職員に関する講じた措置の概要

退職手当の基本額に乗じる調整率（従前100分の104）を、平成25年1月から100分の98、平

成25年10月から100分の92、平成26年7月から100分の87に段階的に引き下げた。
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